
改 正 食 育 基 本 法 の ポ イ ン ト

＜背景＞
・平成17年（2005年）に食育基本法が制定され20年、食や農を取り巻く環境が大きく変わり、令和６年（2024
年）に食料・農業・農村基本法が改正され、食料安全保障の確保を図るため、消費者の役割が拡充された。
・消費者が農林水産物の生産にかかるコストを理解して負担したり、地場産品・国産品を選ぶようになるための「食育」を
中長期でしっかり取り組むべき必要がある。
・また、食卓と農の現場の距離の広がりや、「大人」世代における栄養バランスの偏り・食習慣の乱れが生じている現状
がある。

食育の指導にふさわしい職員として栄養教諭を例示し、学校等における食育の強
化に必要な施策の例に「農林漁業教育」を追加するとともに、外部人材の活用の
規定を新設（第20条第１項、新第２項関係）

食育の推進においてPDCAサイクルを回して取り組むため、目標の達成状況
の毎年の調査・公表や、おおむね５年ごとの食育推進基本計画の変更の規
定を追加（第16条新第４、５項関係）

大人の食育運動の推進のため、成年に達した者の健全な食生活の実現に
資する取組の推進に係る規定を新設（新第20条の２関係）

食育が食料安全保障の確保にも資するものである旨、目的規定と基本
理念に追加するとともに、食料の合理的な価格の形成についての理解に係る
記載を追加（第１条、第７条関係）

改正のポイント

地方公共団体の取組の「見える化」の規定の新設（新18条の２関係）、
国及び地方公共団体内部相互／関係者相互の連携にかかる規定の新設
（新13条の２関係）、個人の取組の成果の「見える化」の支援に係る規
定の新設（新21条の２関係）など
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１.食料安全保障の確保

2.学校等における食育の強化

3.大人の食育運動の推進

4.食育推進基本計画を通じた
PDCAサイクルの確立

その他


	スライド番号 1

